
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
日
本
最
初
の
洋
式
病
院
長
崎
養
生
所
が

開
院
し
、
日
本
各
地
の
大
名
な
ど
か
ら
派
遣
さ
れ
た
藩
医
、
志
士
、

医
学
生
た
ち
が
多
数
留
学
し
て
、
洋
学
や
西
洋
医
学
の
教
え
を
受
け

た
。
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
二
等
軍
医
ボ
ン
。
へ
当
Ｆ
ｏ
呼
日
胃
は
幕
府
の

西
洋
医
学
伝
習
所
教
官
を
も
兼
ね
て
い
た
が
、
ボ
ン
・
へ
の
臨
床
教
育

は
多
数
の
学
生
を
三
ヶ
月
交
代
で
処
方
菱
記
載
、
包
帯
学
、
薬
室
に

お
け
る
調
剤
、
食
事
と
入
浴
の
監
督
、
種
痘
の
記
載
、
カ
ル
テ
・
日

記
の
保
存
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
教
育
を
行
っ
た
。
長
崎
に
学
ん
だ

医
学
生
は
薬
室
で
処
方
菱
調
剤
を
行
っ
た
か
ら
、
西
洋
医
学
で
は
医

師
は
調
剤
で
き
る
と
思
っ
た
で
あ
ろ
う
。
〔
こ
れ
ら
医
学
生
は
日
本

各
地
へ
戻
り
医
師
が
処
方
雲
調
剤
を
行
う
医
薬
兼
業
の
西
洋
医
学

が
、
そ
の
後
広
く
日
本
中
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
初
期

の
こ
れ
ら
の
病
院
規
則
を
ゑ
る
と
、
「
入
院
に
際
し
、
患
者
は
日
本

日
本
に
お
け
る
病
院
内
医
薬
分
業
の
始
ま

り
は
大
阪
府
立
病
院
か
ら
（
明
治
六
年
）

中
室
嘉
祐

刀
を
病
院
に
預
け
お
く
べ
し
」
、
「
入
院
患
者
処
方
菱
は
後
日
の
証
と

す
る
た
め
当
直
医
局
に
お
い
て
厳
重
に
保
管
す
べ
し
（
長
崎
病
院
）

（
大
学
東
校
病
院
）
」
す
な
わ
ち
医
師
に
調
剤
（
処
方
妻
）
管
理
権
が
あ

り
、
病
院
内
医
薬
分
業
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
幕
府

の
西
洋
医
学
所
は
大
学
東
校
と
な
り
、
東
京
帝
国
大
学
と
な
り
、
明

治
四
年
ド
イ
ツ
軍
医
ミ
ュ
ル
レ
ル
冒
冨
目
①
岸
尾
陸
軍
少
佐
、
ホ
フ

マ
ン
弓
駒
．
因
島
目
四
目
ロ
海
軍
少
尉
ら
の
教
官
が
着
任
し
医
学
教
育

に
専
念
し
た
が
、
明
治
四
一
（
一
九
○
八
）
年
勅
令
一
四
一
号
に
よ

り
東
京
帝
大
病
院
に
薬
局
長
が
発
令
さ
れ
る
ま
で
は
、
東
京
帝
大
で

は
医
局
に
調
剤
管
理
権
が
あ
り
、
病
院
内
医
薬
分
業
が
行
わ
れ
な
か

っ
た
。
他
の
帝
国
大
学
病
院
に
薬
局
長
が
発
令
さ
れ
病
院
運
営
が
近

代
化
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
〕

文
久
二
年
ポ
ン
・
へ
の
後
任
に
は
オ
ラ
ン
ダ
陸
軍
一
等
軍
医
ポ
ー
ド

ゥ
ィ
ン
シ
・
詞
厨
且
巨
甘
が
着
任
し
、
ポ
ン
。
へ
同
様
熱
心
に
医
学
教

育
と
診
療
を
行
っ
た
。
明
治
と
な
り
ポ
ー
ド
ウ
ィ
ン
は
浪
華
仮
病
院

（
国
立
大
阪
医
学
校
病
院
）
へ
移
っ
た
。
同
校
は
明
治
五
年
文
部
省
の

全
国
的
な
学
制
改
革
に
よ
り
廃
校
と
な
っ
た
。
洋
式
病
院
の
再
建
を

望
む
熱
心
な
大
阪
府
民
の
寄
付
金
を
基
に
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）

年
二
月
一
五
日
府
立
大
阪
病
院
（
後
の
阪
大
病
院
）
が
西
本
願
寺
北
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御
堂
境
内
に
新
築
開
院
し
、
前
年
廃
校
と
な
っ
た
国
立
大
阪
医
学
校

病
院
よ
り
高
橋
正
純
が
院
長
に
、
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
エ
ル
メ
レ
ン
ス

○
・
・
一
．
厚
日
９
旨
切
が
教
師
に
就
任
し
た
。
エ
ル
メ
レ
ン
ス
は
毎
朝
オ

ラ
ン
ダ
語
の
医
学
講
義
を
行
っ
た
（
こ
の
講
義
の
中
で
日
本
最
初
の
栄

養
学
教
育
、
す
な
わ
ち
蛋
白
質
・
脂
質
・
糖
質
・
無
機
質
の
四
大
栄
養
素
の

重
要
性
を
講
述
し
た
「
日
本
医
史
学
雑
誌
、
第
三
一
巻
、
第
二
号
、
八
五

頁
」
）
エ
ル
メ
レ
ン
ス
指
導
に
な
る
日
本
最
初
の
近
代
的
な
病
院
運
営

規
則
で
あ
る
「
大
阪
府
病
院
各
局
規
則
」
が
開
院
当
日
公
布
さ
れ

た
。

医
局
規
則
と
対
等
に
定
め
ら
れ
た
薬
局
規
則
に
よ
り
、
医
局
で
発

行
し
た
入
院
・
外
来
処
方
菱
を
薬
局
長
の
管
理
す
る
薬
局
で
調
剤
を

行
う
、
日
本
で
最
初
の
完
全
な
病
院
医
薬
分
業
が
府
立
大
阪
病
院
で

始
ま
っ
た
。

薬
局
規
則
に
よ
れ
ば
「
薬
剤
は
入
院
患
者
の
配
剤
録
（
処
方
簿
）
に

よ
り
調
合
し
、
外
来
患
者
の
方
書
（
処
方
菱
）
に
よ
っ
て
調
合
す
。
へ

し
」
、
「
総
て
薬
剤
の
製
煉
及
び
配
合
は
一
切
司
薬
生
（
薬
剤
師
）
自
ら

行
い
、
習
熟
の
召
使
た
り
と
も
こ
れ
に
取
扱
せ
候
事
堅
く
厳
禁
た
る

べ
き
事
」
、
「
劇
薬
類
は
他
薬
と
混
雑
せ
ざ
る
よ
う
別
に
箱
中
に
納
め

薬
局
長
そ
の
開
閉
を
司
る
べ
き
事
」
と
あ
り
、
医
局
の
医
師
の
発
行

す
る
入
院
処
方
菱
・
外
来
処
方
菱
を
薬
局
長
の
管
理
す
る
薬
局
の
薬

剤
師
自
ら
調
剤
す
る
病
院
内
医
薬
分
業
の
規
則
が
定
め
ら
れ
、
薬
局

の
使
用
人
は
如
何
に
習
熟
し
て
い
て
も
（
患
者
の
生
命
の
尊
さ
か
ら
）

調
剤
・
製
剤
す
る
こ
と
を
厳
禁
し
て
い
る
。

〔
こ
の
病
院
は
後
、
府
立
大
阪
医
科
大
学
病
院
さ
ら
に
、
大
阪
帝
国

大
学
病
院
へ
と
発
展
す
る
が
、
第
二
次
大
戦
中
、
男
子
薬
剤
師
の
急

減
か
ら
調
剤
製
剤
を
薬
剤
師
で
完
遂
す
る
た
め
、
男
女
同
一
条
件

（
調
剤
・
製
剤
、
深
夜
の
宿
直
、
待
遇
等
）
に
て
女
子
薬
剤
師
採
用
許

可
を
昭
和
一
四
年
院
長
よ
り
得
て
、
終
戦
時
に
は
数
十
名
の
女
子
薬

剤
員
が
阪
大
薬
局
で
活
躍
し
て
い
た
（
の
ち
昭
和
六
一
年
政
府
は
男
女

雇
用
均
等
法
を
施
行
し
た
）
。
一
方
女
子
薬
剤
師
を
採
用
し
な
か
っ
た

東
北
帝
大
病
院
で
は
戦
時
中
、
高
等
女
学
校
卒
業
者
十
数
名
を
調
剤

補
助
員
と
し
て
任
用
し
て
同
院
薬
局
調
剤
室
に
お
い
て
医
師
の
処
方

菱
を
調
剤
さ
せ
て
い
た
〕

（
な
お
府
立
病
院
規
則
に
よ
る
と
、
開
院
当
日
、
エ
ル
メ
レ
ン
ス
指
導
の
も

と
に
、
日
本
最
初
の
正
式
な
病
院
給
食
が
直
営
で
開
始
さ
れ
た
「
日
本
医
史

学
雑
誌
、
第
三
二
巻
、
第
二
号
、
九
八
頁
」
）

〔
府
立
大
阪
病
院
の
薬
局
長
の
管
理
す
る
薬
局
で
の
薬
剤
師
に
よ
る

病
院
内
医
薬
分
業
の
制
度
は
、
全
国
の
県
立
病
院
の
制
度
と
し
て
、
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長
与
専
斎
ら
が
欧
米
を
視
察
し
て
ま
ず
東
京
、
京
都
、
大
阪
の
三

府
に
布
達
し
た
毒
劇
薬
取
締
（
明
治
七
年
九
月
）
、
医
制
（
明
治
七
年
八

月
）
よ
り
一
ヶ
年
以
上
も
前
に
、
一
人
の
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
エ
ル
メ

レ
ン
ス
の
指
導
に
よ
り
大
阪
府
病
院
で
は
近
代
的
な
病
院
運
営
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
は
驚
嘆
に
価
す
る
。

帰
国
し
た
エ
ル
メ
レ
ソ
ス
は
明
治
一
三
年
二
月
二
日
南
仏
旅
行

中
客
死
し
、
そ
の
報
を
悲
し
拳
府
民
有
志
は
鵬
金
し
て
中
之
島
公
園

に
巨
大
な
記
念
碑
を
建
て
て
彼
の
徳
を
称
え
た
。
今
、
碑
は
中
之
島

の
大
阪
大
学
医
学
部
玄
関
前
に
あ
る
。

（
元
大
阪
帝
国
大
学
医
学
専
門
部
・
奈
良
佐
保
女
学
院
短
期
大
学
）

当
時
の
政
令
が
ま
ず
東
京
、
京
都
、
大
阪
の
三
府
に
布
達
し
て
後
、

他
の
県
に
通
達
す
る
情
勢
か
ら
、
次
々
と
県
立
病
院
で
病
院
内
医
薬

分
業
が
始
ま
る
基
と
な
っ
た
〕

家
庭
向
け
の
子
育
て
の
書
に
関
す
る
限
り
、
明
治
以
前
の
わ
が
国

に
は
、
西
洋
の
直
接
的
影
響
は
僅
か
で
あ
っ
た
（
尻
呂
白
煙
．
己
麓
）
。

筆
者
は
八
十
五
回
総
会
に
お
い
て
、
江
戸
期
の
一
般
向
け
の
子
育
て

の
書
が
幼
い
子
ど
も
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
と
ら
え
、
ど
の
よ
う
に

取
り
扱
う
べ
き
だ
と
し
た
か
を
ま
と
め
て
報
告
し
た
。
そ
こ
に
は
、

素
朴
な
も
の
だ
が
児
童
発
達
理
論
と
い
う
べ
き
も
の
が
存
在
し
て
い

た
。

で
は
、
そ
の
「
理
論
」
の
明
治
維
新
後
に
お
け
る
連
続
性
と
変
化

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
組
織
が
変
わ
り
、
国
家
や
個
為
人
の
目

標
が
設
定
し
直
さ
れ
、
さ
ら
に
、
欧
米
の
育
児
法
に
関
す
る
情
報
が

流
入
し
て
く
る
と
、
当
然
、
育
児
に
つ
い
て
の
考
え
や
方
法
に
も
変

化
が
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
西
欧
の
理
論
と
方
法
を
摂
取
す
る

過
程
の
中
で
、
従
来
の
「
理
論
」
は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
江
戸
期
の
子
育
て
論
者
た
ち
が
中
国
の
理
論
や
方
法
を
取

明
治
初
期
の
翻
訳
育
児
害

小

嶋

秀
夫
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